
見附市選挙管理委員会告示第５０号 

 

 

 令和７年１１月３０日執行予定の見附市長選挙において、候補者に交付す

る選挙運動用自動車（船舶）表示板、選挙運動用拡声機表示板、乗車（船）

用腕章及び街頭演説用腕章に押す見附市選挙管理委員会の印は、刷り込むも

のと定める。 

 

 

令和７年１１月２３日 

 

見附市選挙管理委員会 

委員長 佐野 眞砂子 

 

 

 


